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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

２４２ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

２４３ 特定調達契約について一般競争入札により 管財課

落札者を決定した件

２４４ 同 同

２４５ 指定障害福祉サービス事業者を指定した件 障がい福祉課

２４６ 特定第２号漁業者の同意が漁業災害補償法 水産振興課

に規定する要件に適合すると認める件

２４７ 都市計画法の規定による工事が完了した件 都市計画課

２４８ 歳入の徴収の事務を私人に委託した件 運輸政策課

２４９ 同 運輸政策課

港にぎわい振興室

【公告】

番 号 表 題 担当課名

地方独立行政法人徳島県鳴門病院が実施す 医療政策課

る一般競争入札公告

【病院局管理規程】

番 号 表 題 担当課名

１０※ 徳島県病院局職員給与規程の一部を改正す

る規程



【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 給料等の支給に関する規則の一部を改正す

る規則

※ 学校職員の給料等の支給に関する規則の一

部を改正する規則

【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

７※ 放置違反金等の徴収及び還付に関する規則

の一部を改正する規則

【警察本部告示】

番 号 表 題 担当課名

４※ 違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等

の徴収に関する規程の一部を改正する規程



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

株
式
会
社
姫
野
組
・
株
式
会
社
島
谷
建
設
道
路
改
築
工
事
共
同
企
業
体

住

所

徳
島
市
上
八
万
町
西
山
六
八
番
地

代
表
者

株
式
会
社
姫
野
組

代
表
取
締
役
社
長

松
本
哲

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

株
式
会
社
姫
野
組
・
株
式
会
社
島
谷
建
設
道
路
改
築
工
事
共
同
企
業
体
（
一
ノ
瀬
ト
ン

ネ
ル
）

所
在
地

名
東
郡
佐
那
河
内
村
下
字
一
ノ
瀬

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
十
五
号
に
規

定
す
る
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
五
年
六
月
十
六
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
佐
那
河
内
村
産
業
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

令
和
五
年
度
徳
島
県
公
用
車

三
十
八
台
（
リ
ー
ス
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

阿
波
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

徳
島
市
沖
浜
東
三
丁
目
四
六

五

落
札
金
額

七
千
三
百
十
四
万
三
千
八
百
四
十
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
五
年
三
月
八
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

デ
ジ
タ
ル
複
写
機
（
万
代
庁
舎
）
ほ
か

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
ク
ジ
ム

徳
島
市
三
軒
屋
町
東
八
○
番
地
三

五

落
札
金
額

〇
・
七
三
七
円
（
コ
ピ
ー
セ
ン
タ
ー
複
写
機
の
白
黒
複
写
片
面
一
枚
当
た
り
の
単
価
）

五
・
〇
六
円
（
コ
ピ
ー
セ
ン
タ
ー
複
写
機
の
カ
ラ
ー
複
写
片
面
一
枚
当
た
り
の
単
価
）

〇
・
七
三
七
円
（
複
写
室
複
写
機
の
白
黒
複
写
片
面
一
枚
当
た
り
の
単
価
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
五
年
四
月
十
四
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
ミ
ノ
リ
ア
ワ
ー

阿
南
市
富
岡
町
今
福
寺
一
二
番

就
労
継
続
支
援
事
業
所
Ｂ

阿
南
市
富
岡
町
西
石
塚
三
九
番

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

令
和
五
年
二
月
一
日

ズ

地
三

型
つ
む
ぎ

の
一

株
式
会
社
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ

徳
島
市
川
内
町
榎
瀬
六
六
九
番

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
コ
ロ
ン

徳
島
市
中
前
川
町
三
丁
目
一
五

共
同
生
活
援
助

同

三
月
一
日

ｅ

地
四

ブ
ス

―
二

高
橋
建
設
株
式
会
社

同

北
島
田
町
三
丁
目
一
三

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
み
ら
く

同

北
島
田
町
二
丁
目
三
〇

同

同

四
月
一
日

〇
番
地

番
八

株
式
会
社
Ｃ
Ａ
Ｎ

Ｄ
Ｏ

同

津
田
西
町
一
丁
目
四
番

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
き
ゃ

同

津
田
西
町
一
丁
目
四
番

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

同

Ｉ
Ｔ

一
四
号

ん
ど
ぅ
い
っ
と

一
四
号

合
同
会
社
愛
福

板
野
郡
板
野
町
西
中
富
字
菅
生

愛
福
障
が
い
者
グ
ル
ー
プ

板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
字
東
勝
地

共
同
生
活
援
助

同

三
六
〇
番
地
九

ホ
ー
ム

三
一
四
番
地
九

社
会
福
祉
法
人
柏
涛
会

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字
本
村

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
な
さ

阿
南
市
新
野
町
是
国
一
一
〇
―

同

同

三
四
四
番
地
一

か

二

短
期
入
所





徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
の
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
同
意
が
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
の
で
、
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

加
入
区
の
名
称

加
入
区
の
区
域

漁

業

の

区

分

和
田
島
第
一
加
入
区

和
田
島
漁
業
協
同
組

船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
（
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総

合
の
地
区
の
う
ち
和

ト
ン
数
が
二
十
ト
ン
以
上
の
も
の
）

田
島
町
字
遠
見
及
び

字
洲
端
の
区
域

和
田
島
第
二
加
入
区

和
田
島
漁
業
協
同
組

船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
（
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総

合
の
地
区
の
う
ち
和

ト
ン
数
が
二
十
ト
ン
以
上
の
も
の
）

田
島
町
字
西
浜
手
、

字
西
林
、
字
浜
塚
、

字
浜
田
、
字
松
田
新

田
及
び
字
平
見
の
区

域

和
田
島
第
三
加
入
区

和
田
島
漁
業
協
同
組

船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
（
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総

合
の
地
区
の
う
ち
和

ト
ン
数
が
二
十
ト
ン
以
上
の
も
の
）

田
島
第
一
加
入
区
及

び
和
田
島
第
二
加
入

区
の
区
域
を
除
く
区

域



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

鳴
門
市
瀬
戸
町
明
神
字
丸
山
一
一
番
五
、
一
三
番

鳴
門
市
瀬
戸
町
明
神
字
丸
山

富
田
製
薬
株
式
会
社

、
一
六
番
、
一
九
番
四
か
ら
一
九
番
六
ま
で
、
一

八
五
番
地
一

九
番
一
二
、
一
九
番
一
三
、
二
六
番
か
ら
三
〇
番

ま
で
、
三
〇
番
二
、
三
一
番
一
、
三
一
番
二
、
三

一
番
四
、
三
一
番
五
、
三
二
番
一
、
三
二
番
四
、

三
二
番
五
、
三
七
番
三
、
三
九
番
一
、
四
一
番
、

四
二
番
一
、
四
二
番
二
、
四
二
番
六
、
四
二
番
七

、
四
三
番
、
五
〇
番
二
及
び
五
三
番
並
び
に
二
番

九
、
二
番
一
〇
、
一
二
番
、
一
四
番
、
一
五
番
一

、
一
七
番
、
一
八
番
一
、
一
八
番
二
、
一
九
番
一

、
二
一
番
か
ら
二
三
番
ま
で
、
二
五
番
、
四
九
番

か
ら
五
二
番
ま
で
、
五
四
番
、
五
五
番
及
び
五
六

番
一
の
各
一
部
並
び
に
一
九
番
一
、
二
二
番
、
二

七
番
、
二
八
番
、
三
〇
番
、
三
〇
番
二
、
三
一
番

一
、
三
一
番
四
及
び
三
二
番
一
の
各
地
先
市
有
地

小
松
島
市
芝
生
町
字
網
干
九
五
番
一
、
九
六
番
一

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬

、
九
七
番
、
九
八
番
一
、
九
九
番
一
、
一
〇
九
番

丁
目
一
〇
番
一
号

第
一
福

品

一
及
び
一
一
〇
番
一

岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
高
畑
一
三
三
二
番
一
の
一

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
三

合
同
会
社
ア
ー
ス
企
画

部

〇
一
番
地
二

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
東
中
道
三
二
番
二
、
三
二

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ

株
式
会
社
賃
貸
住
宅
保

番
七
及
び
三
五
番
二

須
六
四
番
地
一
一

証



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
私
人
に
歳
入
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

委
託
し
た
事
務

委
託
し
た
私
人

徳
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
二
号
）

小
松
島
市

第
八
条
に
規
定
す
る
使
用
料
（
徳
島
小
松
島
港
和
田
島
緑
地
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
徴
収
の
事
務

徳
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
使
用
料
（
橘
港
中
浦
緑

阿
南
市

地
及
び
小
勝
緑
地
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
私
人
に
歳
入
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

委

託

し

た

事

務

委

託

し

た

私

人

徳
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
年
徳
島
県
条

ア
マ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

本
四

例
第
三
十
二
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
使
用
料
（
沖
洲

海
峡
バ
ス
株
式
会
社

マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
駐
車
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
徴
収
の
事
務



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

「
胃
・
胸
部
検
診
車
一
式
」
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
独
立
行
政

法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
程
に
よ
り
、
公
告
す
る

。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

森

裕

二

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

購
入
物
品
の
件
名
及
び
数
量

胃
・
胸
部
検
診
車
一
式

２

購
入
物
品
の
特
質
等

仕
様
書
等
に
よ
る
。

３

納
入
期
限

令
和
六
年
十
一
月
十
日
（
金
曜
日
）

４

購
入
物
品
の
納
入
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭

和
五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
会
計
規
程
実
施
規
程
（
契
約

関
係
）
（
以
下
「
会
計
規
程
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
資

格
審
査
を
受
け
て
参
加
が
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

㈡

会
計
規
程
実
施
規
程
第
八
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

㈢

入
札
し
よ
う
と
す
る
物
品
等
の
仕
様
が
、
仕
様
書
に
示
し
た
特
質
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
以
下
「
応
札
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
等
を
法
人
の
指
定
す
る
様
式
に
よ

り
、
五
の
２
に
示
す
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
、
審
査
の
結
果
「
適
合
」
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ

る
こ
と
。

㈣

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は

暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

三

入
札
説
明
書
等
に
関
す
る
事
項

１

交
付
場
所

郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

管
財
課



電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
一

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

kanzai-1@
naruto-hsp.jp

２

交
付
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
土
日
及
び
国
民

の
祝
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

四

問
合
せ
等
に
つ
い
て

１

問
合
せ
先

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

管
財
課

電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
一

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

kanzai-1@
naruto-hsp.jp

２

問
合
せ
の
方
法
及
び
受
付
期
間

問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
期
間
に
つ
い
て
は
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
二
十
一
日
（
水

曜
日
）
ま
で
の
土
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
以

降
の
問
合
せ
に
つ
い
て
は
回
答
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

五

応
札
仕
様
書
等
に
つ
い
て

１

本
件
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
応
札
仕
様
書
を
法
人
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
し

、
期
限
ま
で
に
、
様
式
に
記
入
し
た
規
格
の
根
拠
と
な
る
書
類
等
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
）
と
と
も

に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
札
仕
様
書
等
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
、
採
用
し
得
る
と
判
断
し
「
適
合
」
と
さ
れ
た
応
札
仕

様
書
等
を
提
出
し
た
者
に
限
り
、
入
札
落
札
決
定
の
対
象
と
す
る
。
な
お
、
法
人
か
ら
応
札
仕
様

書
等
に
関
し
、
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
徳
島
県
の
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

応
札
仕
様
書
等
の
提
出
期
限
、
提
出
場
所
及
び
方
法

㈠

提
出
期
限

令
和
五
年
七
月
四
日
（
火
曜
日
）
午
後
四
時

㈡

提
出
場
所

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

管
財
課

㈢

提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ

と
。
）

六

入
札
手
続
等
に
つ
い
て

１

入
札
及
び
開
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

㈠

日
時

令
和
五
年
七
月
十
三
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時



㈡

場
所

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

三
階

大
会
議
室

㈢

入
札
書
の
提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の

こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
限
、
宛
先
及
び
郵
送
方
法

㈠

提
出
期
限

令
和
五
年
七
月
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

㈡

宛
先

郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

管
財
課

㈢

郵
送
方
法

二
重
封
筒
と
し
、
入
札
書
を
中
封
筒
に
入
れ
て
密
封
し
た
上
で
、
当
該
中
封
筒
の
表
面
に
は
直

接
持
参
す
る
場
合
と
同
様
に
入
札
者
名
を
明
記
し
、
外
封
筒
の
表
面
に
は
「
○
○
一
式
の
入
札

書
在
中
」
の
旨
を
朱
書
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

入
札
の
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
っ
た
契
約
希
望
金
額

の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

５

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

６

入
札
の
無
効

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

㈠

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

㈡

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

封
書
の
表
面
に
「
○
○
一
式
の
入
札
書
在
中
」
の
旨
の
朱
書
き
が
な
い
た
め
、
入
札
書
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

㈢

記
名
押
印
の
な
い
入
札

㈣

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

〈
例
〉

ア

鉛
筆
、
そ
の
他
容
易
に
改
ざ
ん
で
き
る
筆
記
具
で
作
成
し
た
も
の

イ

金
額
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
以
外
で
記
載
し
、
又
は
訂
正
し
た
も
の

ウ

「
入
札
物
件
」
で
物
品
の
名
称
及
び
数
量
（
数
量
に
つ
い
て
は
、
特
に
指
定
し
た
場
合
を



除
く
。
）
の
記
載
の
な
い
も
の
又
は
記
載
を
誤
っ
た
も
の

エ

「
住
所
及
び
氏
名
」
の
記
載
を
誤
っ
た
も
の

オ

印
鑑
の
使
用
を
誤
っ
た
も
の

㈤

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

㈥

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

㈦

委
任
状
を
持
参
し
な
い
代
理
人
が
し
た
入
札

㈧

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

７

入
札
又
は
開
札
の
中
止

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
入
札
又
は
開
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

こ
れ
を
中
止
す
る
。
こ
の
中
止
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

８

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
五
の
応
札
仕
様
書
等
の
審
査
に
よ
っ
て
適
切
と
認
め
ら
れ
た

入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
す

る
。

９

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
原
則
と
し
て
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に
法
人
が
指

定
す
る
契
約
書
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
の
落
札
は
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る

。契
約
書
作
成
の
要
否

10

要そ
の
他

11

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

七

S
u
m
m
a
r
y

1
N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d

S
t
o
m
a
c
h
C
h
e
s
t
H
e
a
l
t
h
C
h
e
c
k
u
p
C
a
r
S
e
t

2
T
i
m
e
-
l
i
m
i
t
f
o
r
t
h
e
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
a
n
d
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s

f
o
r
t
h
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n

J
u
l
y
4
,
2
0
2
3
,
4
:
0
0
p
.
m
.

3
D
a
t
e
o
f
T
e
n
d
e
r

J
u
l
y
1
3
,
2
0
2
3
,
1
0
:
0
0
a
.
m
.

（B
y
m
a
i
l
,
t
e
n
d
e
r
s
m
u
s
t
b
e
s
u
b
m
i
t
t
e
d
b
y
J
u
l
y
1
2
,
2
0
2
3
,
5
:
0
0
p
.
m
.

）

4
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e

T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
N
a
r
u
t
o
H
o
s
p
i
t
a
l

3
2
K
o
t
a
n
i
,
K
u
r
o
s
a
k
i
,
M
u
y
a
-
c
h
o
,
N
a
r
u
t
o
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e

P
h
o
n
e
:
0
8
8
-
6
8
3
-
0
0
1
1



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
五
項
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
業

務
を
行
っ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。



給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
令
和
五
年
六
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

令
和
五
年
六
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
関
す
る
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
中
「
百
分
の
九
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
」
と
し
、
「
百
分
の
百
十
七
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
県
立
の
中
学
校
等
に
勤
務
す
る
普
通
職
員
等
に
係
る
令
和
五
年
六
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
成
績

率
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

行
政
職
給
料
表
及
び
医
療
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
県
立
の
中
学
校
、
高
等

学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
普
通
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
に
対
す
る
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
六
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
関

し
て
は
、
同
号
中
「
百
分
の
九
十
七
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳島県公安委員会規則第７号

放置違反金等の徴収及び還付に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年５月26日

徳島県公安委員会委員長 米 澤 和 美

放置違反金等の徴収及び還付に関する規則の一部を改正する規則

放置違反金等の徴収及び還付に関する規則（平成18年徳島県公安委員会規則第12号）の

一部を次のように改正する。

別記様式第１号から別記様式第３号までの規定中「金融機関」を「とおり」に改める。

別記様式第７号中「記載の金融機関」を「記載のとおり」に、「により上記場所の金融

機関の窓口で」を「の裏面に記載している方法により」に改める。

別記様式第８号中「金融機関」を「とおり」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



徳島県警察本部告示第４号

違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等の徴収に関する規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

令和５年５月26日

徳島県警察本部長 松 林 高 樹

違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等の徴収に関する規程の一部を改正する規

程

違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等の徴収に関する規程（平成21年徳島県警察本

部告示第１号）の一部を次のように改正する。

別記様式第２号中「記載の金融機関」を「記載のとおり」に、「により上記場所の金融

機関の窓口で」を「の裏面に記載している方法により」に改める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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